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世界遺産「古都京都の文化財」

その周辺の景観対策

京都市

文化財保存活用・施設整備アドバイザー

松田 彰

● 794年の平安京造営から1074年にわたる日本の首都
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世界遺産「古都京都の文化財」の特徴ｰ首都としての歴史と伝統ｰ

●各時代を代表する文化遺産群

◆ 「古都京都の文化財」におけるOUVの主題
a1) 10世紀から17世紀にかけての日本の芸術文化
を代表する「建築」

a2) 世界的な庭園景観に影響を与えた「庭園」

◆ OUVの属性を保護する要素
b) 町並みや景観
c) 自然環境
d) 地形
e) 資産と関連付けて計画・維持された眺望
f ) 資産が舞台となり継承されてきた各種の伝統文化
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世界遺産「古都京都の文化財」の立地特性

○京都の地形
・東，西，北の三方を山に囲まれた
盆地形
・南北に２本の河川

○資産の立地特性
・都城内 ３箇所
・周辺山麓 １２箇所
・山中 ２箇所

○平安京の造営 〈794年〉

京都市の取組や出来事 国の動き

1945年 太平洋戦争終戦

1955～70年頃 高度経済成長期

1964年頃 京都タワー建設，双ヶ岡開発計画で景観論争 1966年 古都保存法 制定

《第1次景観対策》
1970年 建築基準法 改正
（31mの絶対高さ制限の廃止）

1972年 市街地景観条例の制定，
美観地区，特別保存修景地区等を指定

1975年 文化財保護法 改正
伝統的建造物群保存地区制度 創設

1973年 市街地の大半に高度地区を指定（10m，20m，31m，45m）

1980年代中頃～ バブル経済期

1990年頃 京都ホテル，京都駅ビルで景観論争

《第2次景観対策》

1991年 「土地利用及び景観対策についてのまちづくり審議会」答申
北部保全・都心再生・南部創造

1994年 「古都京都の文化財」世界遺産登録

1995年 自然風景保全条例，市街地景観整備条例の制定
1996年 景観規制，高さ規制等を強化

1990年代後半～ バブル経済崩壊と景気低迷

京都市の景観対策 《戦後～世界遺産登録》
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風致地区

歴史的風土保存区域

歴史的風土特別保存地区

世界遺産

美観地区

1994（H6）年 文化遺産登録
古都京都の文化財
京都市内は１４箇所

景観保全区域の変遷
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登録後の景観対策

「新景観政策」
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地域の町並みに不調和な建築活動

眺望景観や借景の喪失

京町家等の歴史的建造物の消失

世界遺産の上賀茂神社の
周辺に立つマンション

鴨川東岸から西岸（先斗町等）を見る

町家と高層建築物

屋外広告物による景観の悪化

屋外広告物

しのび寄る景観破壊
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四条烏丸から比叡山を見る（上：1935年，下：現在）
（（公財）京都市景観・まちづくりセンター提供)

取り残された町家
（出典：「京町家の再生」 写真：井上成哉）
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京都市の取組や出来事 国の動き

1930年 風致地区の指定

1956年 屋外広告物条例の制定

1964年頃 京都タワー建設， 双ヶ岡開発計画 で景観論争 1966年 古都保存法 制定

1970年 建築基準法 改正
（31mの絶対高さ制限の廃止）

1972年 市街地景観条例の制定，
美観地区，特別保存修景地区等を指定

1975年 文化財保護法 改正
伝統的建造物群保存地区制度 創設

1973年 市街地の大半に高度地区を指定（10m，20m，31m，45m）

1991年 「土地利用及び景観対策についてのまちづくり審議会」
北部保全・都心再生・南部創造

1994年 「古都京都の文化財」世界遺産登録

1996年 景観規制，高さ規制等の強化

2000年頃～ 都心部において，大規模マンションの建設が問題化 建築基準法等の改正による規制緩和

2003年 「国家戦略としての京都創生」の提言（景観・文化・観光）

《新しい景観対策》

2004年 景観法 制定
文化財保護法 改正
文化的景観制度 創設

2005年 「時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会」設置

2007年 新景観政策 2008年 歴史まちづくり法 制定

（同時期に京都ホテル，京都駅ビルで景観論争）

京都市の景観政策のあゆみ
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日本の未来のために，国の課題として提起し，国の施策として実現を図っていく。

○ 京都があらゆる努力をし，世界の宝・京都を守り創生する!!
○ 京都の努力だけでは解決できない課題を国家戦略に!!
・法改正，税制改正等，制度上の問題を伴う課題

・一自治体には厳しい財政上の負担 等

文
化

景
観

観
光

国家戦略としての 「京都創生」 ２００３年スタート！

国家戦略として京都を創生する

成果 都市格の向上
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時を超え光り輝く京都の景観づくり審議会答申（２００６年）

５０年後，１００年後の
京都の将来を見据えた歴
史都市・京都の景観づくり

建物等は
「私有財産」であっても

景観は「公共の財産」

京都の優れた景観を守り，
未来の世代に継承する
ことは，現代に生きる

私達一人一人の
使命・責務

５つの基本方針

①「盆地景」を基本に
自然と共生する景観形成

②伝統文化の継承と新たな創造との
調和を基調とする景観形成

③「京都らしさ」を活かした個性ある
多様な空間から構成される景観形成

④都市の活力を生み出す景観形成

⑤行政，市民，事業者等の
パートナーシップによる景観形成

「歴史都市・京都の景観形成のあり方」
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「新景観政策」 ５つの柱と支援策

６つの条例の制定・改正
（2007年3月13日 京都市会 全会派一致で議決）

・ 眺望景観創生条例 （制定）
・ 高度地区の特例許可の手続に関する条例 （制定）
・ 自然風景保全条例 （改正）
・ 風致地区条例 （改正）
・ 市街地景観整備条例 （改正）

・ 屋外広告物等に関する条例 （改正）

① 建物の高さ規制強化 （45m→31m,31m→15m）

② 建築物のデザイン規制

③ 眺望景観・借景の保全

④ 屋外広告物の規制強化

・ 屋上看板・点滅式看板の全面禁止

・ 色・大きさの規制【けばけばしい看板，大きすぎる看板の規制】

⑤ 歴史的町並みの保全・再生

・ 歴史的な町並みや建造物の指定

・ 伝統的な建造物の外観の修理・修景に対する助成

２００７年実施

都市計画の変更

・ 高度地区
・ 景観地区
・ 風致地区

景観計画の変更
・ 建造物修景地区 等

① 市街地の約３割の地域で高さ
の制限の引き下げ

② 市街地のほぼ全域できめ細か
なデザイン規制

③ 眺望景観創生条例の創設

④ 屋上や点滅式・可動式屋外広
告物の市内全域での禁止

⑤ 景観重要建築物等の指定拡大
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８ｍ（風致地区1種地域）

１０ｍ

１２ｍ

１５ｍ

２０ｍ

２５ｍ（新設）

３１ｍ

４５ｍ（廃止）

凡例

歴史的市街地

世界遺産・御苑・離宮・

建物の高さ規制の強化

高さ規制図（旧）

高さ規制図（現在）

《旧規制 ３１ｍの場合》

《現在の規制 １５ｍの場合》

（町並みの連続性）
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近景デザイン保全区域

標高規制を超える建物

遠景デザイン保全区域

賀茂川右岸から「大文字」の眺め

視点場

五山の送り火

《標高規制》
・眺望空間保全区域
《デザイン規制》
・近景デザイン保全区域
・遠景デザイン保全区域

優れた眺めを守るべき場所「視点場」 ３８箇所

眺望空間保全区域

眺望景観の保全

視点場

眺望空間保全区域

近景デザイン保全区域

遠景デザイン保全区域
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優良な広告景観の創出

優良な広告景観の創出と京都にふさわしい広告物の普及

市内全域で４５，０００の建物の屋外広告物
２０１２年度時点 ７割が不適合

２０１７年７月末 京都の市民力で
９５％が適正表示
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【政策の意義】

 歴史都市・京都の特徴と魅力を最大限に生かす，京都ならではの新しいまちづ
くりに大きく舵を切ったということ

 歴史都市・京都にふさわしい景観まちづくりの推進に踏み出すことができたとい
うこと、いわば京都が景観について一つになれたということ

 新たな産業振興や文化創造の機会が増大し，豊かな居住や営みの再構築の機
会が訪れてきたということ

新景観政策の意義・効果
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出典:『京都市統計ポータル 人口異動 年計（前年10月～９月）』
※1 前年10月～９月までの人口異動（京都市推計人口統計調査による住民基本台帳の異動数）を示す
※2 社会動態については，区内及び市内他区の異動を含まない

 ２００７年を境に，社会動態が下げ止まり，２０１１年以降は転入超過

京都市の人口増減の推移（社会動態・自然動態）

→ 新景観政策導入

16 資料:京都観光総合調査 平成28年（2016年）

 ３年連続で5,500万人台を維持し，２０１６年は5,522万人に

京都市の観光客数の推移

→ 新景観政策導入
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景観政策の進化
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■景観政策の検証
景観政策の意義や実施状況，市民・事業者等の声を踏まえて政策を検証し，課
題を明らかにする。

検証① 景観政策の実施状況
●町並みや建造物の様子・変化
●届出・申請件数の推移 など
検証② 景観政策による建築活動等への影響
●土地価格や住宅着工の推移
●景観に関する事業者の取組 など
検証③ 景観政策による市民意識への影響
●景観に対する市民の意識
●景観に関する市民の取組

窓口での声

市民生活実感調査
市民の取組

事業者の取組

京都市景観市民会議
景観白書等を題材として，課題抽出や改善策について意見交換

■景観政策推進上の課題の改善

検証内容・結果は

京都市景観白書
として情報発信

参画

Check

Action

景観政策検証システム（景観白書・景観市民会議）

市

民
・

事

業

者

等

景観政策
検証システム

■景観政策の実施 Do
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■景観政策の進化 Plan

景観政策を持続的に検証する仕組みとして２０１０年度に構築

新しい建物が今の町並みに合ってない？

あそこにはどんな建物が建つのかな？

どんな人が住むのかな？

今の環境を守りたいな…

まちを大切にしてほしいな…

地域のこと知ってほしいな…

地域が，
早いうちに情報をつかんで

事業者に地域のことを伝える

事前に事業者と地域が意見交換

市条例により，景観に関する手続の前に，
市が認定した「地域景観づくり協議会」との

意見交換を義務付け

市条例による「地域景観づくり協議会」制度

現在１０地域の協議会を認定！

２０１１年実施
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対象範囲地域の歴史・文化・町並みを
生かした良好な建築計画を誘導

○ 景観デザインレビュー制度の創設

＜イメージ図＞
計画の早い段階で，

京都市・専門家・事業者が協議
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歴史的建造物の更なる保全（景観デザインレビュー制度） ２０１８年実施

地図や写真等で

わかりやすく発信

番号:●
名称:●●邸 地区名:●●区
説明:
●●家の所在する付近は，南
北に貫通する本町通に沿って商店
と住宅の混在する町並みが続く。
主屋は文久元年（１８６１年
）築で，1階は格子戸，出格子
，つし2階は丈の低いむしこ窓を２
箇所に開く。伏見の街道筋の町家
として地域様式をよく継承する形と
なっている。
間口の広い主屋のファサードが
，南隣の家屋とともに存在感を示
し，Ｔ字路のアイストップともなっ
ており，本町通沿いの景観の形成
に重要な建物である。

京町家（景観重要建造物）

○ 市内の景観に関する情報を
インターネットで発信
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支援策の充実・景観づくりの推進

○ 寺社と地域，事業者等が連携する

景観づくり・まちづくりを支援

・ 景観づくりに関する
普及啓発
・ 学習会，見学会等
への支援
・ 専門家派遣など

個性と活力あふれる“まちづくり”を推進！

○ 景観上重要な建造物や樹木等への支援策の充実
・景観上重要な建物の指定，補助等の支援
・専門家の派遣
・景観上重要な樹木の指定，維持管理費用の助成等

世界遺産と周辺との関係性

① バッファゾーンは世界遺産だけではない

② 世界遺産とその周辺の価値は社会経済状況と
ともに変化する

● 枠組みとしての空間ボリュームの制御

● 周辺コミュニティの理解と協力

● 所有者，地域，専門家，行政の協働の仕組み
（※枠組みだけでは価値は生まれない）

● 新景観政策実施以降の教訓（まとめ）

前 提

必要なこと

そこで，ＯＵＶを再確認しつつ資産を活かし続けるマネジメントが必要
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